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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月10日(2014.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線と、第２の配線と、画素と、を有し、
　前記第１の配線には、１画面を走査する走査期間において第１の信号が供給され、前記
走査期間に続き且つ前記走査期間よりも長い休止期間において前記第１の信号よりも周波
数が低い交流の第２の信号が供給され、
　前記第２の配線には、前記走査期間に含まれる１水平走査期間において選択信号が供給
され、前記１水平期間以外の期間に非選択信号が供給され、
　前記画素は、酸化物半導体を有するトランジスタを有し、
　前記トランジスタのゲートは、前記第２の配線に電気的に接続され、
　前記トランジスタのソース及びドレインの一方は、前記第１の配線に電気的に接続され
ていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　第１の回路と、コントローラと、を有し、
　前記第１の回路は、前記第１の配線の電位を制御することができる機能を有し、
　前記コントローラは、前記第１の回路に対して、前記第１の信号又は前記第２の信号を
選択的に出力することができる機能を有し、
　前記コントローラは、第２の回路と、第３の回路と、第１のスイッチと、を有し、
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　前記第２の回路は、前記第１の信号を生成することができる機能を有し、
　前記第３の回路は、前記第２の信号を生成することができる機能を有し、
　前記第１のスイッチは、前記コントローラの出力信号として、前記走査期間において前
記第１の信号を選択し、前記休止期間において前記第２の信号を選択することができる機
能を有することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記コントローラは、第４の回路と、第５の回路と、第２のスイッチと、を有し、
　前記第４の回路は、前記第１の信号と周波数が等しい第１のクロック信号を生成するこ
とができる機能を有し、
　前記第５の回路は、前記第１のクロック信号を分周することで、前記第２の信号と周波
数が等しい第２のクロック信号を生成することができる機能を有し、
　前記第２のスイッチは、前記第１の回路内で用いられるクロック信号として、前記走査
期間において前記第１のクロック信号を選択し、前記休止期間において前記第２のクロッ
ク信号を選択することができる機能を有することを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第２の信号の電圧の変動が、前記第１の信号の電圧変動範囲内にあることを特徴と
する表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記画素は、容量素子と、液晶素子と、を有し、
　前記容量素子は、一方の端子が前記トランジスタのソース及びドレインの他方に電気的
に接続され、他方の端子が第３の配線に電気的に接続され、
　前記液晶素子は、一方の端子が前記トランジスタのソース及びドレインの他方並びに前
記容量素子の一方の端子に電気的に接続され、他方の端子が前記第３の配線に電気的に接
続され、
　前記第３の配線の電位が、前記走査期間において前記第１の信号と逆の極性を有する第
３の信号となり、前記休止期間において固定電位を有する信号となることを特徴とする表
示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記画素は、容量素子と、液晶素子と、を有し、
　前記容量素子は、一方の端子が前記トランジスタのソース及びドレインの他方に電気的
に接続され、他方の端子が第３の配線に電気的に接続され、
　前記液晶素子は、一方の端子が前記トランジスタのソース及びドレインの他方並びに前
記容量素子の一方の端子に電気的に接続され、他方の端子が前記第３の配線に電気的に接
続され、
　前記第３の配線の電位が、前記走査期間において前記第１の信号と逆の極性を有する第
３の信号となり、前記休止期間において前記第２の信号と同じ極性を有する第４の信号と
なることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第２の信号と前記第４の信号が、同一の信号であることを特徴とする表示装置。
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